
一般研修 

 

令和３年 5月の医療法改正で、次のことが決まりました。 

● 医師の時間外・休日労働の上限である年 960 時間※を超えることができる特例水準（地域医療 

確保のための暫定的な「連携 B 水準」・「B 水準」と、集中的な技能向上等の「C 水準」）の指定 

を都道府県知事から受けることを予定している医療機関は、令和 6 年度以降の医師労働時間短縮 

計画の案を作成すること。 

● 時間外労働が年 960 時間を超える医師が勤務する医療機関は、令和４年度～５年度の医師労働 

時間短縮計画を作成すること（努力義務）。 

センターでは、これら２つの計画についての取組みを支援します。 

※労働基準法で、令和６年４月から医師の時間外労働の上限が、原則年 960 時間までとされます。 

 

問合せ・申込先 高知県医療勤務環境改善支援センター 
                （事業受託者：一般社団法人 高知医療再生機構）    

（電話）088-822-9910 （FAX）088-855-5881 

（E-mail）kinmukankyoukaizen@kochi-mrr.or.jp                   
〒780-8570 高知市丸ノ内 1-2-20 高知県庁本庁舎４階 

高 知 県 医 療 勤 務 環 境 改 善 支 援 セ ン タ ー の ア ド バ イ ザ ー が 

医師の労働時間短縮計画の作成を支援します 

● 支援を希望される場合は、次の事項について連絡をお願いします。 

病院名  

担当者名  

連絡先（電話・E-mail） （電話） （E-mail） 

時間外労働が年 960 時間
を超えている医師数 

 

作成する計画 （ ）令和 4 年度～５年度の計画 （ ）令和 6 年度以降の計画案 

申請予定の水準 （ ）連携Ｂ水準 （ ）Ｂ水準 （ ）Ｃ－１水準 （ ）Ｃ－２水準 

 

● 留意事項  

 ・当センターの支援を希望される場合は、必ず管理者の意向を確認してください。 

・医師労働時間短縮計画の作成はもとより医師の働き方改革に向けた取組みは、医療機関が主体的 

に行うものです。当センターのアドバイザーが計画を作成するものではありません。 

・支援後に取組状況を伺うことや、外部へ取組事例として紹介させていただくことがあります 

ので、ご協力をお願いします。 

 

● 支援内容   

センターのアドバイザー（社会保険労務士や医業経営コンサルタント）が、毎月 1 回病院を訪問し、 

医師労働時間短縮計画の作成に役立つ助言を行って支援します。（病院訪問に加えて、随時、電話での 

相談も受け付けます） 

【具体的な支援内容例】 

① 医師労働時間短縮計画策定ガイドラインなどの情報提供と説明 

② 労働時間を適切に把握するための勤務実態調査支援ツールの提供と活用方法の説明 

③ 医療機関の現状や特性に応じた取組みに関する助言 

● 支援対象  

年間の時間外・休日労働が 960 時間を超えている医師が勤務している病院（副業や兼業先を合わせて

年 960 時間を超えている場合も含みます） 



 

医師の労働時間短縮計画のひな型 

① ② 

③ ④ 


